
　組合員や被扶養者の皆さまが保険医療機関（病院・薬局等）で組合員
証・被扶養者証等を提示して受診し、医療費の一部を窓口で支払います。
　医療機関等は残りの医療費を共済組合に請求しますが、その請求方法
は、１人１月１件の診療報酬明細書を作成し、毎月社会保険診療報酬支
払基金（以下「支払基金」という。）を通して行うことになっています。
　支払基金は、診療内容について審査を行い、その後共済組合へ医療費の請求をします。共済組
合では資格審査等を行いますので、皆さまが受診してから短期給付金等の処理が終わるまでに
は約３ヵ月かかります。
　共済組合は、組合員の皆さまに納めていただく掛金と各地方公共団体負担金の中から、毎月支
払基金に医療費を支払っておりますので、支払う医療費が増加すると皆さまの負担も増加する
ことになります。
　組合員や被扶養者の皆さまには特定健康診査の利用、ジェネリック医薬品の活用など、医療費
を節約する取り組みにご協力をお願いいたします。

医療費支払のしくみ

医療費支払いの医療費支払いのしくしくみ

共済組合からの医療費通知書は、年2回の発行となっております。
今回は平成27年12月から28年5月診療分のお知らせです。
8月下旬から9月上旬に所属所の共済事務担当課を通じて配付しますので、皆さまの

健康管理にお役立ていただき、引き続き医療費の節減にご協力をお願いいたします。
次回は、平成29年2月（6月～11月診療分）に配付を予定しています。

医療費通知のお知らせ医療費通知のお知らせ

お問い合わせ先　保険課　☎ 048-822-3306

短期給付
からの
お知らせ

共済組合

組合員等
保険医療機関

①負担金を支払う

③自己負担を支払う
（１～３割）

①掛金を支払う

⑥給付金を支払う
（約３ヵ月後）

⑤医療費を請求する

②医療行為を受ける

⑥審査後、医療費を支払う
（９～７割）

社会保険診療
報酬支払基金地方公共団体

④医療費を請求する

⑦  請求書を審査後、 
医療費を支払う

共済だより
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